
 

 

【 地元国会議員事務所訪問／４月２６日（水） 】 

令和５年５月２5日（木）第４６回国会請願行動に向け「たんぽの会」伊藤由紀子会長

と共に、佐々木悟事務局長、澤田秋田支部相談役、事務局石田４名で、地元国会議員事務

所訪問を行いました。 

伊藤由紀子会長は「私からのお願い」を読み上げ、文書を渡してきました。各事務所と

も秘書の方が丁寧に対応してくださり、請願趣旨をお伝えし、紹介議員のお願いとして東

京での訪問の約束をしています。 

また、同日に金田勝年衆議院議員務所へも訪問し、緑川貴士衆議院議員事務所には郵送

で関係書類の案内をし、御法川信英衆議院議員事務所へは、慈泉会の宮田さんに訪問して

いただきました。 
 
 

《 寺田 学 衆議院議員事務所 》 

  秘書：堀江 淳さん  

 

《 寺田 静 参議院議員事務所 》 

  秘書：桑原 愛さん  
 
 

◇ 〜 伊藤由紀子会長が伝えたメッセージです 〜 ◇ 

  きょうされん秋田支部 利用者部会たんぽの会 会長の伊藤由紀子と申します。 

  私からもお願いしたいことがあります。優生保護法という法律によって、障害者で 

あるという理由で、赤ちゃんを産めなくする手術をされたり、中絶手術を強制されたり、

これまで人としての権利を侵害されてきました。この問題を早く解決し、優生思 

想を世の中からなくしてほしいです。 

また、今の国の制度では６５歳になった障害者は、それまで利用していた障害福祉 

サービスが使えなくなります。費用負担のない、自分の好きなサービスが選べる当た 

り前の制度にして欲しいです。 

私たちの願いが叶うよう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

《 冨樫博之衆議院議員事務所 》     《 石井浩郎参議院議員事務所 》 

  秘書：越前谷 茂さん           秘書：畑澤敦子さん  


